
船舶事故調査報告書 

令和６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年３月２１日 ０７時００分ごろ 

発生場所 福岡県糸島市碣
かつ

石
せき

埼東方沖 

 筑前西浦港沖防波堤南灯台から真方位２３９°２.４海里付近 

 （概位 北緯３３°３７.９′ 東経１３０°０９.８′） 

事故の概要 漁船第３招
しょう

運
うん

丸は、南東進中、岩場に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年７月１１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第３招運丸、１１トン 

ＮＳ２－１６９５４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、いか釣り漁の目的で、長崎県対馬

市厳
いづ

原
はら

港を出港し、手動操舵により約６.０ノット（kn）の対地速力

で対馬市南東方の操業予定場所へ向かった。 

船長は、操業予定場所で魚影が見つからず、さらに福岡県糸島市方

面へ向かって南東進中、眠気を感じるようになり、立って操船したり

飲み物を飲んだりしていたが、魚影を探そうと約４kn に減速し、操舵

室の椅子に腰を掛けて魚群探知機を見ながら航行していたところ、い

つしか居眠りに陥った。 

付近を通りかかった船舶の乗組員は、碣石埼東方の岩場に乗り揚げ

ている本船に気付き、近づいて眠っている船長に声を掛け、水難救済

会に連絡した。 

連絡を受けた水難救済会担当者は、海上保安庁へ本事故の発生を通

報した。 

本船は、水難救済会が手配したサルベージ船に引き出され、福岡市

のドックへえい
．．

航された。 

船長は、入院して精密検査を受け、医師から睡眠不足を指摘され

た。 

船長は、本事故当日までの約１０日間、１６時に出航してから翌朝

まで操業し、その後、２～３時間の睡眠を取ってからまた出漁すると

いう生活を繰り返していた。 

本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約２.０ｍであった。 



分析 本船は、南東進中、単独で操船中の船長が、居眠りに陥り、岩場に

向かう針路で航行を続けたことから、岩場に乗り揚げたものと考えら

れる。 

船長は、連日の操業による睡眠不足の状態で、魚影を探そうと椅子

に腰を掛けた姿勢で操船を続けたことから、覚醒水準が低下し、居眠

りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、南東進中、単独で操船中の船長が、居眠りに陥

り、岩場に向かう針路で航行を続けたことから、岩場に乗り揚げたも

のと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・単独で操業する漁船の船長は、操業中、眠気や疲労を感じた場

合、安全な海域で停泊して適宜休息を取るなど、居眠り運航を防

止する措置を取ること。 

・単独で操業する漁船の船長は、疲労防止の観点から、連続の操業

を避け、適宜休日を設けることが望ましい。 

 


